憲法改正の発議をしないよう求める意見書（案）
日本共産党前橋市議団
　
　高市首相は、２月18日、自民党の両院議員総会において「憲法改正、皇室典範の改正に挑戦する」と述べ、20日に行われた施政方針演説において憲法改正に言及し、「国会における発議が早期に実現されることを期待する」と意欲を示した。
　首相は、憲法９条への「自衛隊の明記」を目指している。その背景には、日米同盟が強化されるもとで、憲法９条２項を削除又は空文化し、自衛隊を軍隊として位置付けることで集団的自衛権の行使、海外での武力行使を目指す意図がある。日本国憲法は、前文で国民主権と議会制民主主義、自由主義、恒久平和主義を「人類普遍の原理」と規定している。その意義は、憲法が戦前の侵略戦争の反省に基づく一切の戦力の放棄と平和的生存権を保障し、国民の自由や人権保障の根本理念に平和を位置付けている点に特徴がある。その具体的な表れとして憲法９条が規定されているのである。
　首相は憲法について「どのような国を作り上げたいのか、理想の姿を物語るもの」と述べているが、憲法とは、国民の自由と人権を保障するため、権力を縛る、我が国のあり方の根本を定める最も大切な基本法である。
　2月14日、15日に産経新聞社及びFNN（フジニュースネットワーク）が行った世論調査は、「最優先で取り組んでほしい政策」についての設問に対しては、「物価高対策や消費税減税対策など経済政策」が40.７％に対し、「憲法改正に向けた取り組み」は3.３％であり、国民は直ちに憲法改正を望んでいるとは言えない状況である。
　憲法改正は、最終的には国民投票で主権者が決めるものであり、その前提である憲法改正の発議には、各議院の総議員の３分の２以上の賛成という重い要件を課し国民意見の十分な反映を求めている。憲法改正の発議は、国民に改憲の内容や論点を示し、十分な議論と合意形成により行われるべきであり、国民の中における議論の成熟なしに、国会で議論すべきではない。
　よって国会においては、憲法改正の発議をしないよう強く求めるものである。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
